
これから認証工場を始めようとお考えの方へ
（分解整備＋電子制御装置整備）

中国運輸局自動車技術安全部
〒７３０－８５４４

広島県広島市中区上八丁堀６番３０号

電話（０８２）２２８－９１４２

（ホームページはこちら）



１．認証制度について

自動車特定整備事業とは、自動車（検査対象外軽自動車及
び小型特殊自動車を除く。） の『特定整備』を行うことが
できる事業です。

自動車の特定整備には、自動車の構造、装置に関する高度
な知識並びに整備のための設備及び技術が必要です。
この特定整備によって自動車の安全が確保され環境保全が
保たれるものです。

自動車の特定整備を業とする者が、一定の基準に達するこ
とを制度的に確保する目的でこの自動車特定整備事業の認
証制度が設けられています。

このため自動車特定整備事業を経営するには、地方運輸局
長の認証を受ける必要があります。



２．特定整備について

自動車特定整備事業は、『特定整備が他人の需要に応ずる
と自己の必要のためにすることを問わず、有償無償に係わ
らず、自動車の特定整備を継続的に、また、反復的に行う
ものをいう。』と定義づけられています。

この『特定整備』とは、エンジンやブレーキなどを取り外
して行う「分解整備」と、自動ブレーキなどに使用される
カメラやレーダーなどの調整や自動運行装置の整備を行う
「電子制御装置整備」をいいます。

特定整備の代表例
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１ ６ ７～ 分解整備 ８ 電子制御装置整備



３．認証基準の概要

自動車の特定整備事業を経営するには、自動車の特定整備の

種類及び特定整備を行う事業場ごとに地方運輸局長の

を受けなければなりません。

なお、整備の種類や装置の種類ごとに申請することも可能です。

（１）原動機 （２）動力伝達装置 （３）走行装置
（４）操縦装置 （５）制動装置 （６）緩衝装置
（７）連結装置 （８）電子制御装置整備

（注）対象自動車が小四のみの場合は、小型自動車の認証として取扱われます。

◆ 対象とする自動車の種類及び範囲

特定整備事業の種類 対象自動車 整備できる範囲

普通自動車

普通
（大型）

普通自動車であって
・車両総重量８㌧以上の自動車
・最大積載量５㌧以上の自動車
・乗車定員３０人以上の自動車

普通
（中型）

普通自動車であって
・車両総重量８㌧未満の自動車
・最大積載量２㌧を超え５㌧未満の自動車
・乗車定員１１人以上３０人未満の自動車

大型特殊 ・大型特殊自動車

普通
（小型）

普通自動車であって
・最大積載量２㌧以下の自動車
・乗車定員１０人以下の自動車

普通
（乗用）

普通自動車であって
・乗車定員１０人以下の乗用車

小型 四輪 ・小型四輪自動車

小型自動車
小型 三輪 ・小型三輪自動車

小型 二輪 ・小型二輪自動車

軽自動車 ・軽自動車軽自動車

『認証』



４．認証の基準
主な基準としては、(１)人員 (２)工場面積 (３)作業機械等
(４)申請者が欠格条項に該当していない こととなっています。

（１）人員に関する基準

◆ 整備主任者の届出

◆ 従業員の確保

◆ 整備士の保有数

［ポイント］

自動車特定整備に従事する人数を４で除して得た数（１未満の端数があれば、
これを１とする。）以上であることが必要となります。

（例）整備従事員５人÷４＝１．２５ 端数繰上げで整備士が２人必要です。

自動車特定整備に従事する人
（整備主任者を含む）

整備士保有数

２人 ～ ４人 整備士１人以上

５人 ～ ８人 整備士２人以上

９人 ～ １２人 整備士３人以上

特定整備を行う事業場ごとに整備主任者を定め、届出する
ことが必要です。

整備主任者には、一級又は二級の自動車整備士（原動機を
対象とする場合は二級シャシを除く）の資格が必要です。

また、電子制御装置整備を行う事業場の整備主任者に選任
するには、運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主
任者等資格取得講習」を修了する必要があります。（一級
大型又は一級小型整備士は受講免除）

整備主任者を含め特定整備に従事する従業員が２人以上必
要です。

整備主任者を含めた特定整備に従事する人員のうち、次表
の区分に応じた整備士（一級、二級または三級整備士）を
保有していなければなりません。



（２）工場面積の基準

［ポイント］

◎各作業場の天井の高さは、リフトアップ作業等を行うのに十分な

高さを有していること。

◎屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。

◎屋内作業場及び車両置場は同一敷地内にあること。

［ポイント］

◎屋内作業場の間口、奥行きの寸法の取り方について

・次の事例１、２のように柱間の内寸により規定寸法が必要です。

・また、Ａ×Ｂ又はａ×ｂにより作業場を確保することが可能です。

［例１］ ［例２］

『車両整備作業場』『点検作業場』『部品整備作業場』の

各作業場及び『車両置場』が必要となります。

また、電子制御装置整備を行う場合は『電子制御装置点検

整備作業場』が必要となります。（車両整備作業場、点検作

業場と兼用可）

対象とする自動車及び装置の種類により各作業場等の寸法

及び面積が設定されています。【別表１参照】

特に、屋内作業場を設置する際、次の事項について注意が

必要です。



（３）作業機械等に関する基準

対象の自動車、整備及び装置の種類により、それぞれに対
応した点検装置や工具などの作業機械等を備えることが必
要となります。【別表２参照】

作業機械等の能力は、対象とする自動車に対応できるもの
でなければなりません。【別表３参照】

［ポイント］

◎車両整備作業場、点検作業場(電子制御装置点検整備作業場)及び

車両置場の配置は同一敷地内にあることが必要です。

それぞれに入場する際に一般道路を一旦通行しなければならない

ような配置ではいけません。
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［道路運送車両法第８０条第１項第２号］

（２）申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

イ １年以上の懲役又は禁錮の刑に処され、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

ロ 第９３条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受

け、その取消しの日から２年を経過しない者

（当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当

該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第１０３条第２項

の公示の日前６０日以内に当該法人の役員（いかなる名称によ

るかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するもの

を含む。二において同じ。）であった者で当該取消しの日から

２年を経過しないものを含む。）

ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は

成年被後見人であって、その法定代理人がイ又はロのいずれか

に該当するもの

ニ 法人であって、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該

当する者があるもの

（４）申請者が適格か否か

申請者が次の事項に該当してはいけません。



５．認証の申請手順等

認証の申請書類は、管轄する運輸支局で受付します。

申請書類等の審査、現地審査の後、運輸局へ進達し、その

後、認証の決裁となります。

申請に関する流れは概ね次のとおりです。

申請に関する提出書類は次のとおりです。

①申請書等

・自動車特定整備事業の認証新規申請書 （第１号様式）

・整備主任者の届出届（第４号様式）

②添付資料等

・その他必要と認める書面

③確認書面

・事業場の建築物の確認済証（写し）等

・事業場の土地及び建物の登記簿謄本等

・申請者の商業登記簿謄本等（*注１）

・申請者の住民票（*注２）
（*注１）法人の場合のみ必要
（*注２）個人の場合のみ必要

申請者

申請書（３部）
①申請

運輸支局

受 付
書面審査

②現地審査②現地審査

③

④進達

運輸局

受 付
書面審査

⑤決裁

認 証 認証書交付 認証書
⑥交付



６．関係法令の遵守

土地・建物を自動車修理工場として使用する場合には、建

築基準法及び消防法その他関係法令により制限等の基準が

定められていますので注意が必要です。

最寄りの関係行政機関へ相談するなどして下さい。

関 係 法 令
道路運送車両法の他に

建築基準法 第６条等
建築主事の確認

消防法 第１７条等
消防の用に供する設備

その他 関係法令
・農地法 ・都市計画法 ・工場立地法
・騒音規制法 ・振動規制法 ・水質汚染防止法
・大気汚染防止法
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等



自動車特定整備事業に関する手続き一覧表

申請書は中国運輸局ホームページからダウンロードできます
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/gian/jigyou.html

認証新規申請書（第１号様式） 変更(届出・申請)書（第２号様式）

整備主任者(選任・変更)届出書 役員の変更届出書

（EXCEL版） （PDF版） （EXCEL版） （PDF版）

（EXCEL版） （PDF版） （EXCEL版） （PDF版）



別表１

事業
の
種類

特定整備の種類 屋内作業場の規模の基準
電子制御装置点検整
備作業場の基準（括弧
内は屋内規模の基準）

車両置場の
規模の基準対象とする

自動車の種類

対象とする
整備の
種類

対象とする
装置の種類

車両整備作業場 部品整備
作業場

点検作業場

間口 奥行 間口 奥行 間口 奥行 間口 奥行

普

通

自

動

車

特

定

整

備

事

業

普通(大)

普通自動車（車両
総重量が８トン以
上のもの、最大積
載量が５トン以上
のもの又は乗車定
員が30人以上のも
のに限る。）

分解整備

原動機
５㍍
以上

13㍍
以上

12平方㍍
以上

５㍍
以上

13㍍
以上

3.5㍍
以上

11㍍
以上

動力伝達
装 置

５㍍
以上

12㍍
以上

７平方㍍
以上

５㍍
以上

12㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 3.5㍍以上 12.5㍍以上 ７平方㍍以上 3.5㍍以上 12.5㍍以上

電子制御
装置整備

運行補助装置
5㍍
以上
(5㍍
以上)

16㍍
以上
(7㍍
以上)

自動運行装置

普通(中)

普通自動車（最大
積載量が２トンを
超えるもの又は乗
車定員が11人以
上のものに限り、
上欄に掲げるもの
を除く。）

分解整備

原動機
５㍍
以上

10㍍
以上

12平方㍍
以上

５㍍
以上

10㍍
以上

3.5㍍
以上

８㍍
以上

動力伝達
装 置

５㍍
以上

９㍍
以上

７平方㍍
以上

５㍍
以上

９㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 3.5㍍以上 9.5㍍以上 ７平方㍍以上 3.5㍍以上 9.5㍍以上

電子制御
装置整備

運行補助装置
3㍍
以上
(3㍍
以上)

13㍍
以上
(7㍍
以上)

自動運行装置

大型特殊
自動車

分解整備

原動機
５㍍
以上

10㍍
以上

12平方㍍
以上

５㍍
以上

10㍍
以上

3.5㍍
以上

８㍍
以上

動力伝達
装 置

５㍍
以上

９㍍
以上

７平方㍍
以上

５㍍
以上

９㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 3.5㍍以上 9.5㍍以上 ７平方㍍以上 3.5㍍以上 9.5㍍以上

普通(小)

普通自動車（貨物
の運送の用に供
するもの又は散水
自動車、広告宣伝
用自動車、霊きゅ
う自動車その他特
種の用途に供する
ものに限り、上二
欄に掲げるものを
除く。）

分解整備

原動機
4.5㍍
以上

８㍍
以上

10平方㍍
以上

4.5㍍
以上

８㍍
以上

３㍍
以上

６㍍
以上

動力伝達
装 置

4.5㍍
以上

７㍍
以上

６平方㍍
以上

4.5㍍
以上

７㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 ３㍍以上 7.5㍍以上 ６平方㍍以上 ３㍍以上 7.5㍍以上

電子制御
装置整備

補助運行装置
2.5㍍
以上
(2.5㍍
以上)

7㍍
以上
(3㍍
以上)

自動運行装置

普通(乗用)

普通自動車（上三
欄に掲げるものを
除く。）

分解整備

原動機
４㍍
以上

８㍍
以上

８平方㍍
以上

４㍍
以上

８㍍
以上

３㍍
以上

5.5㍍
以上

動力伝達
装 置

４㍍
以上

６㍍
以上

５平方㍍
以上

４㍍
以上

６㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 2.8㍍以上 6.5㍍以上 ５平方㍍以上 2.8㍍以上 6.5㍍以上

電子制御
装置整備

補助運行装置
2.5㍍
以上
(2.5㍍
以上)

6㍍
以上
(3㍍
以上)

自動運行装置



事業
の
種類

特定整備の種類 屋内作業場の規模の基準
電子制御装置点検整
備作業場の基準（括弧
内は屋内規模の基準）

車両置場の
規模の基準対象とする

自動車の種類

対象とする
整備の
種類

対象とする
装置の種類

車両整備作業場 部品整備
作業場

点検作業場

間口 奥行 間口 奥行 間口 奥行 間口 奥行

小

型

自

動

車

特

定

整

備

事

小型四輪

四輪の
小型自動車

分解整備

原動機
４㍍
以上

８㍍
以上

８平方㍍
以上

４㍍
以上

８㍍
以上

３㍍
以上

5.5㍍
以上

動力伝達
装 置

４㍍
以上

６㍍
以上

５平方㍍
以上

４㍍
以上

６㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 2.8㍍以上 6.5㍍以上 ５平方㍍以上 2.8㍍以上 6.5㍍以上

電子制御
装置整備

補助運行装置
2.5㍍
以上
(2.5㍍
以上)

6㍍
以上
(3㍍
以上)

自動運行装置

小型三輪

三輪の
小型自動車

分解整備

原動機
４㍍
以上

８㍍
以上

８平方㍍
以上

４㍍
以上

８㍍
以上

３㍍
以上

5.5㍍
以上

動力伝達
装 置

４㍍
以上

６㍍
以上

５平方㍍
以上

４㍍
以上

６㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 2.8㍍以上 6.5㍍以上 ５平方㍍以上 2.8㍍以上 6.5㍍以上

電子制御
装置整備

補助運行装置
2.5㍍
以上
(2.5㍍
以上)

6㍍
以上
(3㍍
以上)

自動運行装置

小型二輪

二輪の
小型自動車

分解整備

原動機

３㍍
以上

3.5㍍
以上

４平方㍍
以上

３㍍
以上

3.5㍍
以上

２㍍
以上

2.5㍍
以上

動力伝達
装 置

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置

軽自動車

分解整備

原動機
3.5㍍
以上

５㍍
以上

6.5平方㍍
以上

3.5㍍
以上

５㍍
以上

2.5㍍
以上

3.5㍍
以上

軽
自
動
車
特
定
整
備
事
業

動力伝達
装 置

3.5㍍
以上

4.4㍍
以上

4.5平方㍍
以上

3.5㍍
以上

4.4㍍
以上

走行装置

操縦装置

制動装置

緩衝装置

連結装置 2.5㍍以上 4.7㍍以上 4.5平方㍍以上 2.5㍍以上 4.7㍍以上

電子制御
装置整備

補助運行装置
２㍍
以上
(２㍍
以上)

5.5㍍
以上
(４㍍
以上)

自動運行装置

備考

二以上の種類の特定整備を行う事業場の屋内作業場、電子制御装置点検整備作業場及び車両置場の規模は、該当す
る特定整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。

別表１



対象とする整備の種類 分解整備
電子制
御装置
整備

対象とする装置の種類

作業機械等

原
動
機

動
力
伝
達
装
置

走
行
装
置

操
縦
装
置

制
動
装
置

緩
衝
装
置

連
結
装
置

運
行
補
助
装
置

自
動
運
行
装
置

作
業
機
械

①プレス ● ● ● ● ● ● ●

小型自動車特定整備事業で対象とする
自動車が二輪の小型自動車であるもの
にあっては、①プレス、③チェーン・
ブロック、④ジャッキを除く。

②エア・コンプレッサ ● ● ● ● ● ● ●

③チェーン・ブロック ● ●

④ジャッキ ● ● ● ● ● ●

⑤バイス ● ● ● ● ● ● ●

⑥充電器 ●

作
業
計
器

①ノギス ● ● ● ● ● ● ●

②トルク・レンチ ● ● ● ● ● ● ●

③水準器 ● ●

点
検
計
器
及
び
点
検
装
置

①サーキット・テスタ ● ● ● ● ● ● ● １．普通自動車特定整備事業で対象と
する自動車がカタピラを有する大型特
殊自動車であるものにあっては、⑨
トーイン・ゲージ、⑩キャンバ・キャ
スタ・ゲージ、⑪ターニング・ラジア
ス・ゲージ、⑫タイヤ・ゲージを除く。

２．小型自動車特定整備事業で対象と
する自動車が三輪の小型自動車である
のものにあっては、⑨トーイン・ゲー
ジ、⑩キャンバ・キャスタ・ゲージ、
⑪ターニング・ラジアス・ゲージを除
く。
二輪の小型自動車にあっては、⑨トー
イン・ゲージ、⑩キャンバ・キャス
タ・ゲージ、⑪ターニング・ラジア
ス・ゲージ、⑬検車装置を除く。

３．ガソリン及び液化石油ガスを燃料
とする原動機の点検を行わない事業場
にあっては、⑥タイミング・ライト、
⑭一酸化炭素測定器、⑮炭化水素測定
器を除く。
内燃機関の点検を行わない事業場に
あっては、③コンプレッション・ゲー
ジ、⑥タイミング・ライト、⑭一酸化
炭素測定器、⑮炭化水素測定器を除く。

②比重計 ●

③コンプレッション・ゲージ ●

④ハンディ・バキューム・ポン
プ

● ● ● ●

⑤エンジン・タコ・テスタ ● ● ●

⑥タイミング・ライト ●

⑦シックネス・ゲージ ● ● ● ● ● ●

⑧ダイヤル・ゲージ ● ● ● ● ● ●

⑨トーイン・ゲージ ● ● ●

⑩キャンバ・キャスタ・ゲージ ● ● ●

⑪ターニング・ラジアス・ゲー
ジ

● ● ●

⑫タイヤ・ゲージ ●

⑬検車装置 ● ● ● ● ● ●

⑭一酸化炭素測定器 ●

⑮炭化水素測定器 ●

⑯整備用スキャンツール ● ●

工
具

①ホイール・プーラ ● ●

小型自動車特定整備事業で対象とする
自動車が二輪の小型自動車であるもの
にあっては、①ホイール・プーラ、②
ベアリング・レース・プーラを除く。

②ベアリング・レース・プーラ ● ● ●

③グリース・ガン又は
シャシ・ルブリケータ

● ● ● ● ● ● ●

④部品洗浄槽 ● ● ● ● ● ● ●

備考 ●印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を対象とする特定整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。
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作 業 機 械

①プレス ②エア・コンプレッサ
油圧等を用いて材料を脱着する時に使用する。 圧縮空気を作り各種作業に使用する。

能力が２㌧以上のもので、油圧式又は手
動式のもの。

出力１８０w以上の動力により空気圧５
㎏/㎠以上の圧縮空気を作ることができる
もので、１５ﾘｯﾄﾙ以上のタンク付きのも
の。

③チェーン・ブロック ④ジャッキ
歯車を組み合わせチェーンを引いて、小さな力で
重量物を引上げる作業に使用する。

ハンドルを作動して、小さな力で重量物を押し上
げる時に使用する。

対象とする自動車が小型自動車の場合は、
吊上げ能力は５００㎏以上、その他の場
合は１㌧以上のもの。なお、エンジンハ
ンガ、ベビークレーンも可とする。

ガレージ・ジャッキ、エア・リフト等で
あって、対象とする自動車が普通自動車
（大型・中型・小型）又は大型特殊自動
車の場合は、押上能力５㌧以上、その他
の場合は、押上能力１㌧以上のもの。

⑤バイス ⑥充電器
工作物をはさみ各種作業に使用する。 バッテリの充電作業に使用する。

口金の幅７５㎜以上のもの。 急速充電器を含む。

別表３



作 業 計 器

①ノギス ②トルク・レンチ
内外側又は深さなどの測定に使用する。 示度を見ながら、あるいは所用のトルクにセット

しボルト等の締め付け時に使用する。

最大測定値１５０㎜以上で、単位目盛は
副尺利用で０．０５㎜（1/20㎜）以下
のもの。

対象とする自動車のエンジンのクランク
軸が分割式の場合は、シリンダ・ヘッ
ド・ボルト及びクランク・ピン締付けト
ルクの測定が可能なもの。その他の場合
は、シリンダ・ヘッド・ボルト、コン
ロッド大端ボルト及びクランク軸軸受け
の締付けボルトの締付けトルクの測定が
できるもの。

③水準器
水平度が確認可能なもの

水平度が確認可能なもの。
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点 検 計 器 及 び 点 検 装 置

①サーキット・テスタ ②比重計
油圧等を用いて材料を脱着する時に使用する。 圧縮空気を作り各種作業に使用する。

自動車等の電気回路をチェックできるも
の。

蓄電池の電解液の比重測定用のもので、
電解液吸出し用のスポイトの中に比重計
が入っているもの。このスポイトは対象
とする自動車の蓄電池電解液の容量に応
じたものであること。

③コンプレッション・ゲージ ④ハンディ・バキューム・ポンプ
シリンダ内の圧縮状態の測定やピストンリングの
摩耗、バルブ調整の適否をチェックするときに使
用する。

エンジン負圧で作動するキャブレタ、ディストリ
ビュータ、ＥＧＲバルブなどあらゆるバキューム
作動機構をチェックするときに使用する。

対象とする自動車の原動機がガソリン・
エンジンの場合は、ガソリン・エンジン
用のものを、ディーゼル・エンジンの場
合は、ディーゼル・エンジン用のもの。

エンジン負荷で作動するキャブレター、
ディストリビュータ、ＥＧＲバルブなど
あらゆるバキューム作動機構をチェック
できるもの。

⑤エンジン・タコ・テスタ ⑥タイミング・ライト
エンジンの回転数を計測する。 エンジンの点火時期を点検するときに使用する。

エンジンの回転数を計測できるもの。 エンジンの点火時期を点検できるもの。
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点 検 計 器 及 び 点 検 装 置

⑦シックネス・ゲージ ⑧ダイヤル・ゲージ
すき間を測定するときに使用する。 測定子の微細な動きをダイヤル面に拡大して読み

とる構造で、シャフトの曲り、振れ、平面の良否
を測定するときに使用する。

リーフの長さ７５㎜以上で、リーフの種
類が８以上組合わせられたもの。

足廻りのガタ等が測定できるスタンド付
きのもの。

⑨トーイン・ゲージ※ ⑩キャンバ・キャスタ・ゲージ※
左右の車輪に当てトーイン量を測定するときに使
用する。

ホイールハブ面にマグネットで取付け、ターニン
グ・ラジアス・ゲージと併用し、キャンバ、キャ
スタのそれぞれの角度を測定するときに使用する。

スタンド式のものであって、対象とする
自動車のトーインが測定できるもの。

対象とする自動車のキャンバ、キャスタ
のそれぞれの角度が測定できるもの。

⑪ターニング･ラジアス･ゲージ※ ※ホイール･アライメント･テスタ

かじ取り角度及び最大切り角度を測定するときに
使用する。

対象とする自動車のかじ取り角度及び最
大切り角度が測定できるもの。

トーイン、キャンバ・キャスタ等それぞ
れが測定可能な『ホイール・アライメン
ト・テスタ』も可とする。

別表３



点 検 計 器 及 び 点 検 装 置

⑫タイヤ・ゲージ ⑬検車装置
タイヤの空気圧を測定するときに使用する。 自動車の点検作業を行うときに使用する。

対象とする自動車のタイヤ空気圧が測定
できるもの。

ピット、検車台、オート・リフト、エ
ア・リフト等であってガレージ・ジャッ
キは含まない。

⑭一酸化炭素測定器 ⑮炭化水素測定器
排気ガス中に含まれる一酸化炭素の濃度を測定す
るときに使用する。

排気ガス中に含まれる炭化水素の濃度を測定する
ときに使用する。

(社)日本自動車機械工具協会又は（一社）自動車整備振興会が行う有効な校正を受け
たもの。

⑯整備用スキャンツール

(社）日本自動車機械器具工業会HPに掲載さ
れているもの。
https://www.jamta.com/scan-tool-list
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工 具

①ホイール・プーラ ②ベアリング･レース･プーラ
ドラムを外すときに使用する。 ベアリング及びアウタレース等の抜取りに使用す

る。

対象とする自動車のドラムを外すことが
できるもの。

対象とする自動車のホイール・ベアリン
グ・レースを抜くことができるもの。

③グリース・ガン 又は
シャシ・ルプリケータ

④部品洗浄槽

手動式あるいは動力式によりグリースを押込むポ
ンプ。

部品を洗浄するときに使用する。

吐出圧１００㎏/㎠以上のレバー式グリー
ス・ガン又はシャシ・ルブリケータ。

対象とする自動車が二輪自動車の場合は、
縦４００㎜、横５００㎜、深さ１５０㎜
以上の洗浄槽。その他の場合は、縦５０
０㎜、横７００㎜、深さ１５０㎜以上の
洗浄槽で、いずれも台付きのもの又は自
動車部品の洗浄装置。
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お問い合わせ先 住 所 電 話 番 号

広島運輸支局
〒733-0036
広島県広島市西区観音新町

４丁目１３－１３－２
082-233-9169

鳥取運輸支局
（本庁舎）

〒680-0006
鳥取県鳥取市丸山町２２４番地

0857-22-4110

島根運輸支局
〒690-0024
島根県松江市馬潟町４３番地３

0852-37-2138

岡山運輸支局
（本庁舎）

〒701-1133
岡山県岡山市北区富吉５３０１番５

086-286-8155

山口運輸支局
（本庁舎）

〒753-0812
山口県山口市宝町１番８号

083-922-5398

詳しい手続き方法等については、管轄の運輸支局までご相談ください。


